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（議長） 
次に日程第１０、議案第６号 平成２５年度江差町介護保険特別会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 
 
（議長） 
 提案理由の説明を求めます。 
「町 長」 

 
「町 長」（提案説明） 
 議案第６号 平成２５年度江差町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。今回の補正の内容につきましては平成２４年度地域支援事

業交付金の返還に係る経費の補正をお願いするものでございまして、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１２８万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ９億６，１６４万４千円とするものでございます。 
具体的内容につきましては、担当課長より説明いたしますので、ご審議の上

議決方、よろしくお願いを申し上げます。 
 
（議長） 
「健康推進課長」 

 
「健康推進課長」（補足説明） 
 では私から説明いたします。議案書８９ページの補正予算構成表でご説明い

たします。諸支出金・償還金・事業名は平成２４年度地域支援事業交付金の返

還でございます。補正額は１２８万５千円。財源は全額一般財源で繰越金を充

当するものでございます。 
 補正理由ですが、介護保険の財源である公費負担は年度終了後精算事務によ

り過不足が生じます。よって返還が必要となった平成２４年度地域支援事業交

付金に係る返還金について補正をお願いするものでございます。 
 返還金の内訳ですが国に対する返還金が６６万４千円。道に対する返還金が

４０万１千円。支払基金に対する返還金が２２万円となっております。以上で

ございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 
 
（議長） 

以上で、提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。 
質疑希望ありませんか。 
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（「なし」の声） 
 
（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 

 本案については、討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第６号 平成２５年度江差町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 

 よって、議案第６号については、原案のとおり可決されました。 
  
（議長） 
日程第１１、議案第７号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更

する規約についてを議題といたします。 
 
（議長） 
提案理由の説明を求めます。 
「町 長」 

 
「町 長」（提案説明） 
議案第７号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約につ

いてでございます。住民基本台帳法の一部が改正された事に伴い、規約の一部

を変更するものでございまして地方自治法第２９１条の３、第１項の規定によ

り関係地方公共団体の議会の議決が必要となるものでございます。 
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具体的内容につきましては、担当課長より説明いたします、ご審議の上議決

方よろしくお願い申し上げます。 
 
（議長） 

「町民福祉課長」 
 
「町民福祉課長」（補足説明） 
 それでは資料の４８ページ、資料１１の改正の概要でご説明いたします。 
 外国人住民を、住民基本台帳法の適用対象に加えた一部改正によりまして別

表第２、備考２の２中から及び外国人登録原票を削除するものでございまして。

平成２６年度以降の負担金から適用するものでございます。以上でございます、

よろしくお願いします。 
 
（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。 
質疑希望ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
 質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 

 本案については、討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第７号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約につ

いて、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
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（議長） 
挙手全員であります。 

 よって、議案第７号については、原案のとおり可決されました。 
 
（議長） 
 おはかりします。 
 お手元に配布の通り議案第８号 平成２５年度江差町一般会計補正予算（第

９号）が提出されております。これを日程に追加し、追加日程第１として議案

して、議案議題にしたいと思いますがご異議ありませんか。 
 
 （「異議なし」の声） 
 
（議長） 
 異議なしと認めます。 
 議案第８号を日程追加し、追加日程第１として議題にする事に決定いたしま

した。 
 
（議長） 
追加日程第１、議案第８号 平成２５年度江差町一般会計補正予算（第９号）

についてを議題といたします。 
 
（議長） 
提案理由の説明を求めます。 
「町 長」 

 
「町 長」（提案説明） 
議案第８号 平成２５年度江差町一般会計補正予算（第９号）についてでござ

います。 
 先に提案いたしました一般会計補正予算（第８号）の議案調整後に生じまし

た事由により、新たに予算を補正する必要が生じましたので追加で提案をお願

いするものでございます。 
 補正の内容につきましては上田沢橋架替工事受託及び、豪雨災害に係る復旧

対策事業。２件に関わる経費の補正をお願いするものでございまして、歳入歳

出予算の総額に３１６万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４７億５，２００万２千円とするものでございます。併せまして地方債の

補正をお願いするものでございます。 
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 具体的内容については担当課長より説明いたします、ご審議の上議決よろし

くお願い申し上げます。 
 
（議長） 

「総務財政課長」 
 
「総務財政課長」（補足説明） 
 はい。それでは追加の補正でございます。議案は議案目次２というものがこ

の部分でございます。よろしくお願いします。それから資料も追加で№４とい

うものを配布しております、写真付きのものでよろしくお願いします。 
 ３ページの予算構成表で説明いたします。最初は上田沢橋架替工事受託でご

ざいます。内容です、北海道から受託している上田沢橋架替工事に係る事業費

について。公共工事設計労務単価、これの改正に伴って再積算いたしました。

算定額に変更が生じた旨、道から通知があったものでこれ、ございます。これ

を増額するものでございます。補正額は２０７万６千円。財源内訳全額その他

特別財源。これは北海道からの受託事業収入でございます。 
 それから次に、８月１８日豪雨に係る道路橋梁災害復旧対策でございます。

資料１７もご覧頂きたいと思います。内容は町道馬場山線の道路路肩決壊に伴

う復旧工事の為の調査設計の補正でございます。補正額は５８万８千円。財源

内訳は全額一般財源でございます。 
 次に８月１８日豪雨に係る河川災害復旧対策でございます。これも資料１７

写真をつけてございます。内容は普通河川小黒部川、場所は小黒部船越通りに

沿った上流部でございます。ここの取水口付近の護岸の連結ブロック、これの

決壊の復旧に係る補正でございます。補正額は５０万円。財源内訳は地方債、

これは公共土木施設災害復旧債でございます、これが４０万円。一般財源が１

０万円でございます。 
 以上補正額合計３１６万４千円。財源内訳は地方債が４０万円、その他特定

財源が２０７万６千円。一般財源が６８万８千円でございます。一般財源は繰

越金を充当するものでございます。 
 この議案の７ページでございます。第２表の地方債補正についてでございま

す。起債の目的は河川災害復旧でございます。限度額は４０万円、記載の方法・

利率・償還の方法は記載の通りでございます。 
 関連しまして１５ページでございます。地方債の現在高見込額に関する調書

でございます。２５年度末現在高見込額は４０万円を追加して６４億９，３３

６万７千円となるものでございます、以上でございます。 
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（議長） 
以上で、提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。 
質疑希望ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
 質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 

 本案については、討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第８号 平成２５年度江差町一般会計補正予算（第９号）については、

原案の通り、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 

 よって、議案第８号については、原案のとおり可決されました。 
 
 
（議長） 
次に日程第１２、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 
 
（議長） 
提案理由の説明を求めます。 
「町 長」 
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「町 長」（提案説明） 
諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 
現委員の任期満了に伴う後任の人権擁護委員候補者として江差町字

、川端壮吉氏、 、 を推薦する事につき

ましては人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるもの

でございます。ご審議の上、同意頂きますようお願い申し上げます。 

 
（議長） 
以上で、提案理由の説明が終わりました。 
 

（議長） 
おはかりします。 

 ただいま議題となりました諮問第１号については質疑討論を省略しただちに

採決したいと思いますがご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 
 

（議長） 
諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案の通り江差町字

、川端壮吉氏、 、 を人権擁護候

補者として適正、適任である旨の意見を添えて答申する事に賛成の方の挙手を

求めます。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 

 よって、諮問第１号については、原案のとおり答申する事に決定いたしまし

た。 
 

（議長） 
日程第１３、同意第１号 教育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 
 
（議長） 
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提案理由の説明を求めます。 
「町 長」 

 
「町 長」（提案説明） 

同意第１号 教育委員会委員の任命についてでございます。 
任期満了に伴う教育委員会委員に檜山郡江差町字 、中

野志帆氏、 、 を任命したいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるも

のでございます。ご審議の上同意方よろしくお願い申し上げます。 
 
（議長） 
以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 
（議長） 
おはかりします。 
ただいま議題となりました、同意第１号については、質疑・討論を省略し、

ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
 異議なしと認め、ただちに採決いたします。この採決は、起立によって行い

ます。 
 
（議長） 
同意第１号 教育委員会委員の任命については、原案のとおり、檜山郡江差

町字 、中野志帆氏、 、 を

教育委員会委員に任命することに賛成の方の起立を求めます。 
 
（議長） 
起立全員であります。 

 よって、同意第１号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 
 
（議長） 
次に日程第１４、発議第１号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関す
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る地方の財源確保」のための意見書の提出についてを議題といたします。 
 
（議長） 

おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおり、説明・討論を省略し、ただちに採

決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
発議第１号については、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求

めます。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 
発議第１号については、原案のとおり決しました。 

 
（議長） 
日程第１５、発議第２号 希望する教職員全員の再任用を求める意見書の提

出についてを議題といたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
発議第２号については、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求
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めます。 
 
（議長） 

挙手少数であります。 
よって発議第２号については、否決されました。 

  
（議長） 
次に日程第１６、発議第３号 希望する教職員全員の再任用と必要とする交

付税設置を国に求める意見書の提出についてを議題とします。 
 
（議長） 
 おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決します。 

 
（議長） 
発議第３号について、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求め

ます。 
 
（議長） 
挙手少数であります。 
よって発議第３号については、否決されました。 

 
（議長） 
日程第１７、発議第４号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 
（議長） 

異議なしと認め、ただちに採決します。 
 
（議長） 
発議第４号については、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求

めます。 
 
（議長） 
挙手少数であります。 
よって発議第４号については、否決されました。 

 
（議長） 
日程第１８、発議第５号 鳥獣・海獣被害防止対策の拡充を求める意見書の

提出についてを議題といたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
発議第５号については、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求

めます。 
 
（議長） 
挙手多数、全員であります。 
よって発議第５号については、原案のとおり決しました。 
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（議長） 
日程第１９、発議第６号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求

める意見書の提出についてを議題といたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略し、ただちに採決

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 
 

（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
発議第６号について、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求め

ます。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって発議第６号については、原案のとおり決しました。 

 
（議長） 
日程第２０、発議第７号 大規模地震等災害対策の促進を求める意見書の提

出についてを議題といたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 
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 （議長） 
発議第７号については原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 
 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって発議第７号については、原案のとおり決しました。 

 
（議長） 
日程第２１、発議第８号 地方財政の拡充に関する意見書の提出についてを

議題といたします。 
 
（議長） 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略

し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、ただちに採決いたします。 

 
（議長） 
発議第８号について、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求め

ます。 
 
（議長） 
挙手多数であります。 
よって発議第８号については、原案のとおり決しました。 

 
（議長） 
日程第２２、発議第９号 道州制導入に断固反対する意見書の提出について

を議題とします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
本案については、お手元に配付のとおりでありますので、説明・討論を省略
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し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
 異議なしと認め、ただちに採決いたします。 
 
（議長） 
発議第９号について、原案のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求め

ます。 
 
（議長） 
挙手多数であります。 
よって発議第９号については、原案のとおり決しました。 

 
（議長） 
 おはかりします。 
 お手元に配布の通り発議第１０号 町有財産管理と有効利用策についてが提

出されています。 
 これを日程追加し追加日程として議題としたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
 異議なしと認め、よって発議第１０号を日程に追加し追加日程第２として議

題とする事に決定いたしました。 
 
（議長） 
 追加日程第２、発議第１０号 町有財産管理と有効利用策についてを議題と

いたします。 
 
（議長） 
おはかりします。 
ただいま議題となりました発議第１０号については会議規則第３９条の規定

により、所管の総務産業常任委員会に付託し、閉会中の継続調査とする事にし
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たいと思いますがご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 

異議なしと認めます。本案については総務産業常任委員会に付託し、閉会中

の継続調査とする事に決定いたしました。 
 
（議長） 
以上で、本定例会に付議された案件については、すべて議了いたしました。 

 これで会議を閉じます。 
 平成２５年第３回江差町議会定例会を閉会いたします。 
 ご苦労様です。 
  

閉 会 １５：２１ 
 




